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処分取消等請求事件

訴訟物の価額

鮎用印紙の額

1 700万円

7万1()00円
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第1 請求の趣旨

1 被告本庄市が、本庄市立隣保館設置及び管理に関する条例等を廃止する条例

（平成24年本庄市条例第4号）の制定をもってした本庄市立けや木集会所、

本庄市立万年寺集会所、本庄市立宮本町集会所、本庄市立児玉塩谷集会所、本

庄市立児玉大道集会所､本庄市立児玉秋山集会所､本庄市立児玉吉田林集会所、

本庄市立児玉山王集会所、本庄市立児玉宮内集会所、本庄市立児玉下浅見集会

所、本庄市立児玉元田集会所、本庄市立児玉中央集会所、本庄市立児玉大久保

集会所、本庄市東台会館、本庄市立児玉隣保館を平成24年3月31日限り廃

止する旨の処分の無効を確認する。

2 被告上里町が、上里町同和対策審議会条例等を廃止する条例の制定をもって

した上里町立同和対策立野集会所、上里町立同和対策堀込集会所、上里町立同

和対策本郷集会所、上里町立同和対策五丁目集会所、上里町立同和対策三町集

会所、上里町立同和対策堤集会所、上里町立隣保館を平成25年3月31日限

り廃止する旨の処分を取り消す｡

3 被告深谷市が、深谷市集会所条例を廃止する条例（平成24年深谷市条例第

24号）の制定をもってした深谷市立人見集会所、深谷市立横瀬集会所、深谷

市立折之口集会所、深谷市立東方集会所、深谷市立大谷集会所、深谷市立南岡

集会所､深谷市立本郷集会所､深谷市立榛沢集会所､深谷市立本田第1集会所、

深谷市立長在家集会所、深谷市立前藤集会所、深谷市立春日丘集会所、深谷市

立花園集会所を平成25年3月3 1日限り廃止する旨の処分を取り消す。

4 被告本庄市が、平成23年11月28日付けで部落解放同盟埼玉県連合会宛

てに発した通知（平成23年本人発第80割 の無効を確認する。

5 被告上里町が、平成23年12月20日付けで部落解放同盟埼玉県連合会宛

てに発した通知（平成23年人共発第33号）の無効を確認する。

6 被告深谷市が、平成24年2月1 0日付けでの部落解放同盟埼玉県連合会宛

てに発した通知（平成24年深人権発第258号）の無効を確認する。

7被告本庄市は､原告｜ ｜原告■■■､原圖 I原告｜ ｜、
原割 ｜､原閏 ｜に対して､各'00万円を支払え。

8被告上里町は､原告■■■､原告■■■■に対して､各'00万円を支払え。
9被告深谷市は､原告■■､原告■■原圏 I原告｜ ｜原
告■■■■､原告I |､原告l 1，原司一一|､原告■ －|に対
して、各100万円を支払え｡

10 訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決及び第7項、第8項及び第9項に対する仮執行の宣言を求める。
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･塔 第2 請求の原因

1 当事者ら

原告らは､以下､述べるように上里町､本庄市も しくは深谷市の住民として、

各地の集会所もしくは隣保館を利用していた者である。原告らは、部落解放同

盟の同盟員として、被差別部落（同和地区）に対する差別や偏見をなくす運動

に参加している。
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（1）本庄市在住原告ら

ア原告’ 土本庄市■に居住する同市住民であり､｜ ｜集会所か
ら’ ｝離れた距離に住所をおいており、地域住民として同集会所
を頻繁に利用していた者である｡なお､同集会所は’ ｜

’ ｜になったため《原告|■は､同日後
■集会所を使っていた。
イ原告｜ ｜は本庄市’ ｜に居住する同市住民であり､■集会所
から’ ｜離れた距離に住所をおいており、地域住民として同集
会所を頻繁に利用していた者である｡原告|■は､同集会所で’ －－｜
を務めていた。

ウ原圖 ■は本庄市I ｜に居住する同市住民であり､■■集
会所から| I離れた距離に住所をおいており、地域住民として同
集会所を頻繁に利用していた者である｡原告|■■は､｜
■を務めていた。
エ原笥 ｜は本庄市■ ｜に居住する同市住民であり､■■集
会場から’ 蝿た距離に住所をおいており、地域住民として同
集会所を頻繁に利用していた者である｡原告■ ｜は､｜
及び’ ｜を務めていた。
オ原告’ よ本庄市轡こ居住する同市住民であり､｜
から’ ｜離れた距離に住所をおいており、地域住民として同隣保
館を頻繁に利用していた者である。

力原笥 ｜は本庄市■－｣に居住する同市住民であり､｜ ト集会所か
ら’ ｜離れた距離に住所をおいており、地域住民として同集会所
を頻繁に利用していた者である。
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（2）上里町在住原告ら

ア原告■■は上里町ロ
集会所から’

’■こ居住する同町住民であり､’ －－
1離れた距離に住所をおいており、地域住民とし
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て同集会所を頻繁に利用していた者である｡原告■ま､同集会所及U除
会所及び■集会所圃 －－1，’ ｜を務めていた。
イ原告｜ ｜は上里町■に居住する同町住民であり､l■集会所から■

｜離れた距離に住所をおいており、地域住民として同集会所を頻
繁に利用していた者である｡原告｜ ｜は､l 1を務めていた。
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犀 （3）深谷市在住原告ら

ア原告I ま深谷市■に居住する同市住民であり､■■集会所から■■

’…雛に住所を鋳いて鱸，地"篤と鰯濡会所を罐繁に利用していた者である｡原告■■は､| －－
｜を務めていた｡

イ原告Iま深谷市■に居住する同市住民であり､I■集会所から■■
ロ離れた距離に住所をおいており、地域住民として同集会所を頻繁

に利用していた者である"原告|■は､1 l及州
｜を務めていた。

ウ原告I |は深谷市■に居住する同市住民であり､■■集会所から
I |離れた距離に住所をおいており、地域住民として同集会所
を頻繁に利用していた者である｡原告■は､’－－－－｜及びI■
l■■並びに’ －1及叫 ｜を務め
ていた。

エ原告l lは深谷市I■こ居住する同市住民であり､| |
集会所から’ ｜離れた距離に住所をおいており、地域住民として
同集会所を頻繁に利用していた者である｡原告|■は､｜
■■を務めていた。

オ原告ロ■■は深谷市■に居住する同市住民であり､｜
集会所からI _|離れた距離に住所をおいており、地域住民として
同集会所を頻繁に利用していた者である｡原告I |は､’
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■■■及乙 並びI

力原告■■■は深谷咽

を務めていた。

力原圖 ■は深谷粗に居住する同市住民であり､｜
集会所から「 ロ離れた距離に住所をおいており、地域住民として
同集会所を頻繁に利用していた者である｡原告■ 園､｜
■■及び’ ｜を務めていた。
キ原告■ ｜は深谷一に居住する同市住民であり､l■集会所から

I離れた距離に住所をおいており、地域住民として同集会所
を頻繁に利用していた者である。
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ク原告■ ｜は深谷市■に居住する同市住民であり､■集会所から■
■離れた距離に住所をおいており、地域住民として同集会所を頻

繁に利用していた者である｡原告■は､｜ ｜を務めていた。
ケ原告l lは深谷市■に居住する同市住民であり､■■集会所から■

蝿た踏誰に住所をおいており、地域住民として同集会所を頻
繁に利用していた者である｡原告■は､｜ 麺ひロ
■を務めていた。』。

＄

(4） 被告本庄市、被告上里町及び被告深谷市は、それぞれ原告らが住居をおく
地方自治体である。

我が国における同和問題の存在

我が国には、日本国憲法が平等権・平等原貝|jを規定しているにもかかわ

らず、『同和問題」「部落問題」等と呼ばれる一連の差別問題が未だ存在

していることは、厳然たる事実である。
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（1）いわゆる同和問題の経緯

いわゆる「同和地区j「被差別部落」と呼ばれる地域、集落がどのよう

な過程で形成されたかについては諸説あるものの、少なくとも江戸時代末

期までの時期には、「同和地区住民は最下級の賎しい身分として規定され、

職業・住居・結婚・交際・服装等にいたるまで、社会生活のあらゆる面で

きびしい差別扱いを受け、人間外のものとして、人格をふみにじられてい

た」（同和対策審議会答申『同和問題の本質』）生活を余儀なくされてい

たのである。

明治政府は、明治4年8月の太政官布告第61号により形式的には制度
上の身分差別を廃止したものの、明治19年に統一書式を用いた戸籍変更

が行われるまで採用されていた、いわゆる「壬申戸籍」において「元穣多」

「元非人』「新平民」などの記載がなされるなど身分解放は不徹底に終わ

り（なお、「壬申戸籍』について法務局が閲覧禁止の措置をとったのは、

はるか後の1968年（昭和43年）のことである）、厳しい身分差別は

〈

1
1

『

依然として続いた。

1922年（大正11年）3月、全国水平社が結成され、同水平社宣言

は「全国に散在する吾が特殊部落民よ団結せよ」「ケモノの心臓を裂く代

価として、暖かい人間の心臓を引き裂かれ、そこへ下らない潮笑の唾まで
吐きかけられた呪われの世の悪夢のうちにも、なお誇りうる人間の血は洞
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れずにあった」「人の世に熱あれ、人間に光りあれ」と高らかに宣言した

が、第二次大戦に突き進む体制の下で弾圧され、部落解放運動は解散させ

られた。

；
１
，
ｆ
’
０
１
‐
＄
Ｊ
ｊ
Ｄ
Ｉ
ｑ
Ｉ
１
、
１
４
’
・
‐
１
１
ｂ
、
ｑ
０
０
ｌ
ｌ
４
１
、
Ｌ
ｑ
０
，
・
・
ｑ
ｑ
Ｌ
ｉ
ｐ
。
。
ｇ
‐
巾
１
．
，
勺
・
‐
ｂ
Ｉ
１
Ｊ
’
’
５
ｕ
Ｊ
ｏ
８
。
・
ｒ
ｒ
ｌ
ｊ
４
ｏ
１
心
↑
－
１
Ｊ
・
〃
▽
軸
弔
ｆ
じ
り
ｊ
’
零
Ｊ
●
田
。
１
，
６
．
，
１
１
Ｊ
、
。
’
ご
ｆ
ｆ
ｊ
ｐ
、
１
０
、
や
‐
‐
‐
『
ゥ
、
．
‐
Ⅱ
‐
．

（2）日本国憲法のもとでも継続した差別

第二次大戦の敗戦後、日本国憲法が制定され、憲法14条は同条1項で

「すべて国民は、法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身

分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されな

い」と平等権を明示し、重ねて同上2項及び3項で貴族制度の廃止及び栄

典の授与に関する無特権を明記した。憲法22条は職業選択の自由を明言

し、憲法24条は婚姻が両性の合意のみに基づいて成立することを宣言し、

憲法25条は｢すべて国民は､健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」

を保障し（生存権）、憲法26条は学習権を保障した。

しかしながら、部落民に対する差別は依然として存在し、その改善は

遅々として進まなかった。

1965年（昭和40年）に提出された政府の同和対策審議会答申は、

同和問題は『人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、

日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題であり」「これ

を未解決に放置することは断じて許されないことであり、その早急な解決

こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」と答申している。これは、

とりもなおさず、1965年の段階においても、同和問題が未解決のまま

放置されている状態を政府自身が認めていることを意味する。同答申では

『明確な同和対策の目標の下に関係制度の運用上の配慮と特別の措置を

規定する内容を有する『特別措置法』を制定すること」が求められ、これ

を受けて1969年（昭和44年）に同和対策事業特別措置法が10年間

の時限立法として制定され、数次の延長と改定を経て、200 2年に「地

域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が期限を

迎え、国による同和対策事業は終了した。
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（3）現在も全くなくならない部落差別

しかしながら、上記対策法の期限による終了は、部落差別が解消された

ことを意味するものでは全くなく、現在も広範な形で部落差別は継続して

おり、結婚差別事件や就職差別事件等の差別事件が発生し続けている。そ

して、結婚や就職に際して、同和地域出身者であるかどうかを確認するこ

と等を目的として戸籍や住民票を調べるため、戸籍等の不正取得請求が後
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を絶たない状況にある。

例えば、20’1年’’月には、職務上請求書を偽造して戸籍や住民票

を不正取得したとして司法書士事務所プライム総合法務事務所の経営者、

司法書士､元弁護士､探偵会社社長など5名が逮捕された事件(以下、「プ

ライム事件」という。）が大きく報道されている。この事件では、’万件

にのぼる不正取得の実態が浮き彫りになり、全国にまたがる裏ルートの存

在が明あきらかになった。同事件の公判で、被告人は、「依頼の85％か

ら90%は、結婚相手の身元調査と浮気調査だった。」と証言しており、

未だに結婚相手が同和地区出身者であるかどうか等について身元調査を

行う者が多数おり、それが違法なビジネスとして成り立つだけの需要があ

ることが明らかになっている。なお、プライム事件においては、本庄市・

深谷市の住民も戸籍や住民票取られていることが明らかになっている。
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国 （4）集会所・隣保館について 、

ア 集会所（同和対策集会所。同和教育集会所ともいう。）は、地区の社会教

育活動の充実、発展をはかることを目的として市町村によって設置されてい

る。同和対策審議会答申（1965（昭和40)年）は、集会所を「同和地

域における教育水準の向上をはかる」ための施設として位置づけ、続いて同

和対策長期計画（1969（昭和44）年）は、「集会所の整備」を文部省

計画の一環とした。同和対策特別措置法（1969（昭和44）年）では、

『社会教育設備の整備」を規定し、これを引き継ぐ地域改善対策特別措置法

施行令（1982（昭和57）年）も、『社会教育のための集会所又はその

設備の整備に関する事業jをあげ、規定している。国による同和対策事業終

了後も、集会所は、各市町村により維持され、運営されている（甲1．部落

問題辞典p365『集会所」）。

イ 隣保館

隣保館は、同和問題の解決をめざす、地域の行政並びに地域住民の自主的

組織活動のセンターであり、周辺地域住民に対して人権・部落活動を推進す

る施設である。

隣保館は、19世紀イギリスで誕生したセツルメントであるトインピーホ

ールの影響を受けて、明治時代後期に民間の社会事業家により設置された。

1958（昭和33）年の社会福祉事業法の改正によって社会福祉事業施設

として規定され、1969（昭和44）年には、厚生省が「同和地域におけ

る隣保館運営要綱｣でその目的を「同和問題のすみやかな解決に資すること」

とした（甲1も部落問題辞典p920「隣保館」）。
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隣保館は、同和問題の解決をめざす地域の施設として重要な役割を果たし

ている。
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被告らにおける従来の同和対策事業の実施

被告らは、国の同和対策関連法に基づく同和対策事業が終了した後も、

独自の同和対策事業を行っていた。概要は下記のとおりである。

Q
u

被告らにおける「同和行政基本方針jの策定

被告らは、国による同和対策事業が終了した後の2003年（平成15

年）4月に「今後の同和行政基本方針」を策定し、同基本方針は適宜改定

を経ながらもその基本的内容には変わりがない（甲2号証 本庄市基本方

針、甲3号証 上里町基本方針、甲4号証 深谷市人権・同和行政基本方

針（平成20年4月））以下、まとめて「基本方針ら」と称することがあ

る）。

同基本方針らは、同和対策について「特別対策としての同和対策事業は

終了し、一般対策に移行する」と位置づけているが、同時に

「特別対策を終了し、一般対策に移行するということは、同和問

題の早期解決を目指す取り組みの終了を意味するものではない」

「一般対策への移行後においては､従来にも増して基本的人権の

尊重という目標をしっかり見据え､各種の一般施策を活用しなが

ら同和問題の一日も早い解決を目指して取り組みを進める」

と位置づけて、同和対策事業が人権行政の重要な一部をなしていることを

明確に宣言している（甲2号証 本庄市pl O)。

そして、「同和対策を人権施策の重要な柱として位置づける」というこ

とは、同和問題は解決したので特別な同和対策が不要になったというこ と

ではなく、従来と同様に同和対策を人権施策の中で重視してゆくというこ

とについて、

『（同和対策について）人権施策の重要な柱として取り組むとい

うことはく同和対策を他の施策に置き換えたり、埋没させること

を意味するものではない」

「同和問題を正しく理解するための同和教育や啓発活動､あるい

は同和地区住民の教育･文化の向上を目指した集会所や東台会館

における各種教育事業や周辺地域との交流事業､同和地区住民の

自立支援のための施策など､同和問題解決のために必要な施策は、

同和行政独自の施策として引き続き取り組んでゆく」（甲2．本
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庄市基本方針pl O)

と記載して、人権施策の中に同和対策を位置づけることを口実にして同和

行政を後退させることを行なわないことを明言している。

そして、被告らの行政区域内における同和対策については、「（同和問

題についての）人々の意識については依然として大きな課題が残ってい

る」という情勢分析にのっとり、

「今後の同和対策は､特に差別意識の解消を目指した教育･啓発

を中心に据えて取り組む」

と宣言している。仏

ザ
ゲ
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「基本方針らjにおいて、地方自治体独自の同和行政の必要性を強く認識

していたこと

被告らが策定した上記基本方針らは、国によって実施されていた同和対

策事業に関し、未だ課題が残っているため当該の地方自治体において引き

続き対策が必要であることを自認していた。

例えば被告本庄市においては下記の課題が指摘されている（甲2号証

本庄市基本方針p5からp9)

① 啓発事業：各種研修の実施によっても「残念ながら現在においても同

和地区に対する差別意識や偏見は根強く存在しており、結婚における

差別事象なども報告されており同和問題に対する市民の理解・認識は

未だ十分とはいえない状況にある』。

② 環境改善対策：道路。雨水排水路に関しては格差はほぼ解消され、住

宅対策の改善も進んだが、『整備を必要とする道路改良などについて

は既存の一般施策を活用して整備を図って行く」。

③ 福祉対策：地域住民の福祉向上や人権啓発のための拠点施設として東

台会館を建設し、隣保館活動の充実強化を進めてきた。『同会館は人

権・同和問題の速やかな解決に資する施設として一層の重要な役割が

期待されている」。

④ 産業・職業対策：農業基盤整備事業などにより生産性が向上し同和地

区の農業の振興が図られたこと、同和地区に多い個人経営の小規模事

業者に対する中小企業対策により設備資金等の調達の円滑化に成果が

あったが、「同和地区農家も・・・兼業化や高齢化が進み、・・・今

後は高齢化や農地の遊休化に対応できる農業の担い手集団の育成・・・

など意欲的に農業に取り組む農業者や集落に対し重点的な支援を行な

うことが必要j「今後は経営相談を中心に技術力の向上や制度融資の

(2）
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斡旋などの支援を行なうことがさらに重要」としている。

⑤ 教育対策：同和地区は従来教育の機会が十分に保障されてこなかった

が、集会所における学力向上学級の開催などにより急速に格差は縮小

したとしつつ、「同和地区の内部でも失業や倒産による生活困窮者が

増えている。このため今後は同和地区を含む児童・生徒全体を対象と

した教育保障に取り組む必要がある」『今後は教育対策推進の指針と

なる「同和教育基本方針」を策定し、この方針に基づき同和教育を推

進する」としている。

⑥ 本庄市を含む複数の自治体が共|司で実施した平成14年度「人権と同

和問題に対する住民意識調査」によれば、人権問題や差別問題に関心

がない住民が4割を超えていること、結婚問題などで差別が残ってい

ると住民が感じていること、部落差別はまだまだ根強いと思う人が3

割を超えていることなどから、「同和問題については､ 人々の意識に

ついては依然として大きな課題が残されており、差別意識解消に向け、

教育・啓発に重点をおいた施策展開が求められている」としている。

このように､被告らはいずれも、国による同和対策事業が終了した後も、

地方自治体独自の施策を引き続き実施する必要があることを十分に認識し

ていたのである。
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（3）「基本方針ら」において、集会所の意義・同和対策審議会の必要性．（部

落解放）運動団体との協力体制の重要性について特に項を設けて宣言した

こと

被告らが策定した上記基本方針らにおいては、集会所の意義・同和対策

審議会の必要性・運動団体との協力体制の重要性について特に項を設けて

宣言している。具体的には、下記の通りである。

① 集会所・隣保館等の施設運営について

被告らの行政区域内に設置された集会所や隣保館については、

「同和問題の速やかな解決に資することを目的として設置され

た集会所、東台会館（＝隣保館）は」

と位置づけてその意義を正しく理解し、

「（集会所・隣保館は）地域住民の教育・文化活動、人権啓発活

動､周辺住民との交流事業などを幅広く展開し、大きな成果を上

げており」

とその成果を評価し、

「今後も「人権のまちづくり」の拠点として一層重要な役割が期
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として、今後も人権行政の推進にとって重要な施設であることを明確に

認めている。かかる重要性に鑑み、老朽化した施設については

「状況に応じて国､県に対して財政支援を求めながら施設の適正

な運営を図る」

として、増改築や大規模修繕に取り組むことを宣言している（甲2 本

庄市基本方針 pl4) ｡

②同和対策審議会及び人権教育推進協議会について

同和対策審議会については、「同和行政推進に大きな役割を果たし

てきた」と評価した上で、「現在において、なお同和問題が解決して

いないこと」及び「今後は人権行政の重要な課題として同和行政を推

進してゆくこと」という2つの理由から「引き続き同和対策審議会を

存続してゆくことが重要｣としている（甲2 本庄市基本方針 pl 4)。

人権教育推進協議会については、従来の同和教育推進協議会につい

て『なお同和問題が解決していないこと、とりわけ市民の意識の現状

を考えると、引き続き存続することが望ましい」としつつも、人権教

育の中に同和教育を位置づけるという観点から「同和教育を柱とした

人権教育を積極的に推進」するための機関どして同和教育推進協議会

を人権教育推進協議会に改組するとした（甲2 本庄市基本方針 pl

4）。

③ 運動団体との協力体制

上記基本方針らにおいて、「同和行政をはじめ人権施策の実施にあ

たっては、運動団体との連携は重要であり」として、部落解放に関す

る運動団体と連携することの重要性を適確に指摘し、「引き続き相互

の連携・協力関係を保持する」としている（甲2 本庄市基本方針 p

14)｡DV問題の解決､ホームレス問題の解決､児童虐待の解決など、

人権課題の解決にあたってはNPO等の民間団体との連携が極めて重要

であることは既に周知の事実となっているが、基本方針の策定時であ

る2003年（平成15年）当時は、『民間運動団体との協力体制」

が必要であることは一般的な知識となっていなかった。その意味で、

基本方針らが「運動団体との協力体制」を重視したことは、先駆的で

あり正しい内容であった。

叱
甘
暇
伊
咄

P

；

。。

，

‐叩
・
‐
②
八

‐岨・‐．‐●．‐．・令瞥
。‐‐・・・．

｝
ぜ

母

型
名

＄
〃
＄

申
で

ｊ
力

む
つ

叙‘．．．、旬．．・・・牟・・・‐

、

‐
全

日
・
日
，
“
ｂ
・
．
▲
Ｄ
ｑ
，
０
．
．
、
、

早
‐
・
‐
…

・
・
‐
‐
‐
・
“
．
』
句
。
‐
．
．
．
．
」
。

t

1

1

胃団

（4）行政交渉を通じた同和政策の実施のプロセスについて

上記基本方針らに基づき、被告ら地方自治体における同和行政は推進さ
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れてきた。同和行政の展開にあたっては、同和地区の住民の声を取り入れ

ながら推進が図られてきたことが大きな特徴であり、基本方針らに「運動

団体との協力体制」の保持が明記されていたこともあって、各同和地区の

実情に応じたきめ細やかな施策の実施が可能となっていた。

具体的には、各年度において、夏ころに「○年度人権・同和行政の推進

についての要請書」を各地方自治体に提出し、8月ころに行政から要望書

に対する回答を受けて第1次行政交渉が行なわれる。

続いて、秋（11月ころ）に、第2次行政交渉が実施される。この第2

次行政交渉については、近年では「○年度 人権のまちづくりのための予

算確保についての要請書」に対して行政側が行なう回答をもとに、交渉が

行なわれるのが通例となっていた。

さらに、翌年2月から3月にかけて、第3次行政交渉が行なわれる。こ

の行政交渉は、「○年度 人権・同和教育に関する要求書」に対して行政

側が行なう回答について、主として教育及び啓発の分野を中心に交渉が行

なわれるのが通例であった。

原告らはいずれも、これらの行政交渉に参加した経験がある。

原告らは、同和対策の重要性、例えば集会所を利用した各種事業によっ

て教育･文化の水準が向上したことや、住宅や道路の改善事業によって地

域の環境が改善されてきたことや、尚根強く残る差別事件を教訓に効果的

な教育・啓発事業の手法の提言などについて、部落差別を体験した者の重

みを持つ言葉をもって語り、被告らにおける人権行政の効果的な実施につ

いて建設的な提言を続けてきた。
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被告らが同和対策の継続及び必要性を繰り返し表明していたこと

被告ら各地方自治体においても、上記行政交渉の席上、同和対策の継続

及び必要性を繰り返し表明していた。

具体的には

① 政的事情等から同和行政の部門を課から室等に格下げする動きがある

ことに対し、「人権・同和行政の専担組織である人権推進課を設置し

ており、今後もこの組織を継続し、人権・同和行政を推進する」（2

009年第2次行政交渉、2010年第2次行政交渉における本庄市

の回答 甲5号証及び甲7号証）（2009年第2次行政交渉、20

10年第1次行政交渉における上里町の回答 11号証及び甲13号

証）

② 和問題の解決のために住環境等の整備が必要だという要請に対し「住
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環境整備については、終了したとの認識はしていない」（2009年
第2次行政交渉、2010年第2次行政交渉における本庄市の回答
甲5号証及び甲7号証）

③ 会所について老朽化が見られることから建替えや改修を求める要請に
対し「立替えについては財政的に厳しい」が「財政状況や利用状況等
を考慮しつつ改修、改築を含め協議検討したい」(2009年第2次

行政交渉、第3次行政交渉、2010年第2次行政交渉における本庄
市の回答 甲5号証・甲6号証・甲7号証）、『集会所の建て替えに
つきましては、建物の老朽化等不安があることは十分認識している」

（2009年第2次行政交渉、2010年第2次行政交渉における上
里町の回答甲11号証及び甲13号証）「平成24年度も人権教育推
進の場としての維持管理に必要とする予算確保に努める」（2011

年第3次行政交渉における深谷市の回答 甲20号証）

④会所を利用した小・中学生学級や女性学級等の集会所事業について事
業費の確保を求める要請に対し「今後も事業継続のための予算の確保
に努める」（2009年第2次行政交渉、第3次行政交渉、2010
年第2次行政交渉における本庄市の回答 甲5号証・甲6号証・甲7
号証）、「この方向で継続推進して行きたいと考えている。予算を確
保してまいります｡」（2009年第2次行政交渉､第3次行政交渉、
2010年第2次行政交渉、第3次行政交渉における上里町の回答甲
11号証・甲12号証・甲14号証・甲15号証）「集会所事業費に
ついては、現在の活動を検証しながら、時代の変化に応じた新しい観
点に立って、予算措置をして参りたい。改修工事などについては、今

後も計画的に予算を鯛果し、順次実施する」（2011年第2次行政
交渉における上里町の回答 甲17号証）「参加者負担を求めながら
必要とする予算の確保に努める」（2011年第第2次行政交渉、第
3次行政交渉における深谷市の回答 甲19号証及び甲20号証）

⑤保館について十分な予算の確保と大規模修繕等を求める要請に対し
「引き続き予算の確保に努めたい」（2009年第2次行政交渉、2
010年第2次行政交渉における本庄市の回答 甲5号証及び甲7号

証）、「機会を捉え国・県に働きかけてまいりたい」（2009年第
2次行政交渉、2010年第2次行政交渉における上里町の回答 甲
11号証及び甲14号証）

⑥ 動団体に対する団体助成金について「本市は、同和問題及び人権問題
の早期解決が依然として重要な課題であると認識しており、・・・（運
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’
動団体は）今後も引き続き問題解決に大きな役割を果たしていただけ

るものと期待しております」(2009年第2次行政交渉における本

庄市の回答 甲5号証）、「各種研修会等の参加、集会所事業などの

地域活動に対する助成は、従来通り継続する」（2009年第2次行

政交渉、2010年第2次行政交渉における上里町の回答 甲11号

証及び甲14号証）

⑦ 部落差別を前提として戸籍・住民票等の不正取得が横行していること

から本人通知制度を設けたことに対し「市政だよりへ制度の案内を登

載する（など普及に努める）」（2010年第2次行政交渉における

本庄市の回答 甲7号証）『マスコミへの広報 ホームページ掲載な

どにより住民へのPR、周知徹底を図ったj (2010年第1次行政交

渉における上里町の回答 甲13号証）『深谷市広報、ホームページ

に掲載し、ポスターとチラシを作成している」（2011年第1次行

政交渉における深谷市の回答 甲18号証）

⑧ 人権政策を充実させるために2003年（平成15年）に策定された

「同和行政基本方針」の見直しを要請したことに対し「見直しについ

て検討してまいりたい」「心理的な差別の解消については、解消に向

かって進んでいるものの、インターネットにおける差別事象、身元調

査のための戸籍等の不正取得事件など、差別や偏見による人権問題が

依然として存在している」（2011年第1次行政交渉における本庄

市の回答 甲9号証）、「インターネットによる差別事象の発生など、

心理的差別の解消が課題であり、同和問題に対する認識を高めるため

にも、各種研修会におけるより'幅広い層の参加促進、関係機関との連

携による人権相談の充実などが今後の課題である』「平成25年度以

降については、深谷市の同和対策審議会での審議と重ね合わせながら

策定する」（2011年第1次行政交渉における深谷市の回答 甲1

8号証）

⑨ 2010年に中高生を対象に実施されたアンケートにおいて同和問題

について｢言葉だけ知っている．知らない｣と回答した生徒が50，2％

であったことに対して「同和問題についても正しく理解していない生

徒がいることについて、実態を検証するとともに、正しい知識・理解

が定着するよう指導する」（2011年第1次行政交渉における本庄

市の回答 甲9号証）「今回のアンケート結果を受けて、学校の管理

職 教職員、人権教育主任の研修会の中で取り上げ、職員の意識や認

識を改めていく必要を感じています」(2011年第1次行政交渉に
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おける上里町の回答 甲16号証）、何故同和問題が起こったのかと

いう質問に対し「人種や民族が違う」という回答が1割近く見られた

ことに対して「全ての生徒に正しい理解が定着していなかったことは

残念」（2010年第3次行政交渉における上里町の回答 甲15号

証）

⑩集会所における各種事業について財政難を理由に集会所事業を縮小す

る動きが見られることからその実態を回答することを求めた要請に対

し、2011年度の集会所事業費は2573万4000円であって、前

年度の予算2526万円に比べて増額されている旨回答し、「集会所事

業費については、予算の確保に努める」(2011年第2次行政交渉に

おける本庄市の回答 甲10号証）

このように、被告らの各自治体においては繰り返し同和行政の重要性及

び予算確保の必要性を表明していた。これら同和行政の重要性・必要性に

ついての見解の表明は、後述する「同和行政の一斉打ち切り」の直前まで

表明され続けていたことは、見過ごすことのできないことがらである。
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被告らによる同和対策事業の一方的な廃止の表明

上記の通り、被告ら地方自治体においては、同和行政の必要性を繰り返

し述べていたにもかかわらず、2011年（平成23年）から2012年

（平成24年）にかけて、いっせいに同和行政を一方的に廃止する旨の施

策を打ち出した。

具体的には下記の通りである。

5企::#･ﾉ・も．矛＠
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本庄市について

本庄市長である吉田信解は、2011年（平成23年）11月29日に、

『同和問題に関する民間運動団体への対応についてjと題する文書を発表

した (甲21号証）。

当該文書は、「今後の運動団体との関係について検討を重ねた結果、あ

らゆる運動団体との関係を終了し、対応及び人権行政を次のとおり変更い

たします」として、「運動団体及びその上部団体が主催又は関係する話し

合い、研修会、総会等一切の事業に対応しない」「『今後の同和行政基本

方針j「今後の同和教育基本方針」「本庄市人権・同和行政実施計画jは、

本日をもって廃止する。」「集会所事業は、平成23年度をもって廃止す

る」「隣保館事業は、平成23年度をもって廃止する」「人権保育は、平

(1）

15

え



e

蕊

凸
昼
＃
■
Ｆ
副
■
宮

成23年度をもって廃止する」などと記載されており、表題の「民間運動

団体への対応」の枠をはるかに超え、従来本庄市において実施されてきた

同和行政を突然全廃する内容であった。

そして、2012年（平成24年)3月21日、本庄市議会は同和行政

関連条例の廃止条例を採択し、本庄市における同和行政は全廃されること

となった。
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（2）上里町について

上里町長である関根孝道及び上里町教育長である山下武彦は、2011

年（平成23年）12月20日に、「今後の同和問題に関する民間運動団

体への対応についてjと題する文書を発表した（甲22号証）。

当該文書は､ 「情勢の変化等もあり「民間運動団体への対応」、「運動

団体支部活動費補助金」について再検討した結果、上里町の同和問題に関

する対応について下記のとおり決定をいたしました」として、「｢今後の
同和行政基本方針」、「今後の同和教育基本方針」、「上里町人権・同和

行政実施計画」については、平成23年12月28日をもって廃止する。」

「あらゆる民間運動団体及びその上部団体が主催又は関係する話し合い、

研修会、総会等一切の事業に対応しない」「集会所事業隣保館事業につ

いては、平成24年度をもって廃止する」などと記載されており、表題の

「民間運動団体への対応」の枠をはるかに超え、従来上里町において実施

されてきた同和行政を突然全廃する内容であった。

そして、2012年（平成24年）12月10日、上里町議会は同和行

政関連条例の廃止条例を採択し、上里町における同和行政は全廃されるこ

ととなった。
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（3）深谷市について

深谷市長である小島進及び深谷市教育長である小柳光春は、2012年

（平成24年）2月10日に、「深谷市における今後の同和対策事業につ

いて 基本方針」と題する文書を発表した（甲23号証）。

当該文書は、「これまでの事業成果により、市民の同和問題に関する理

解も進み、また、県内の関係する自治体の状況なども変化し、主な事業の
主体であった同和行政・同和教育から人権行政・人権教育の事業へと大幅

な見直しが喫緊に求められている」として、「深谷市人権・同和行政基本

方針及び深谷市人権･同和行政実施計画を平成25年3月31日をもって

廃止する」『深谷市集会所運営事業を平成25年3月31日をもって廃止
I
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する」「深谷市同和対策事業審議会条例を平成25年3月31日をもって

廃止すること」「同和問題等に関する施策を展開している民間運動団体に

対する深谷市の対応基準を平成24年3月31日をもって廃止し、民間運

動団体及びその同一組織の上部団体が主催又は関係する「話し合い」及び

総会、研修会等一切の事業に対応しないこと」などと記載されており、従

来深谷市において実施されてきた同和行政を突然全廃する内容であった。

同文書による同和対策のすべての打ち切り措置は、早いものでは平成2

4年3月31日をもって打ち切るとする内容であるにもかかわらず､何の

審議も、何の意見聴取も行なわれておらず、唐突に各種打ち切り措置のわ

ずか2ケ月前の平成24年2月10日に同文書を発表するという異例の

事態であった。

そして、2012年（平成24年)12月14日、深谷市議会は同和行

政関連条例の廃止条例を採択し、深谷市における同和行政は全廃されるこ

ととなった。

f

［

7 被告らによる処分の違法・無効について

（1）処分性について

ア．請求の趣旨第1ないし3項について

行政訴訟法3条2項の「処分jとは、「直接国民の権利義務を形成し、その

範囲を確定するもの」をいう。

請求の趣旨第1ないし3項の対象となる被告らによる行為（以下、「集会所

廃止行為」という）は、直接的には、条例の制定によって集会所および隣保館

を廃止したものである。

条例の制定は、一般的・抽象的な法規範を定立するものであり、通常は処分

性を有しないとされる。しかし、条例の制定という形式であっても、それによ

って、国民の権利義務や法的地位に直接の影響を及ぼす場合には、条例の制定

行為をもって処分とされると解されるべきものであり、本件処分は、直接原告
らの権利義務に直接の影響を及ぼすものであるから、処分性が認められるもの

である。以下、詳述する。

（ア）原告らが集会所・隣保館を利用する権利を有すること

被告本庄市において､本庄市立集会所設置及び管理に関する条例(以下、「本
庄市集会所条例」という）において、「集会所は、同和問題をはじめとしたあ

らゆる人権問題の解決を図り、もって人権教育推進の場とするとともに、住民

の福祉を増進することを目的とする」（第2条）と定めている。

被告上里町においては、上里町立同和対策集会所の設置及び管理に関する条
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例（以下、「上里町集会所条例」という。以下、3つの条例を合わせて『被告

ら集会所条例」という）において、「同和問題の早期解決を図るため、社会同

和教育推進の場として､同和対策集会所を設置する」（第1条）と定めている。

被告深谷市においては､深谷市集会所条例において、「基本的人権を尊重し、

住民の教養の向上、健康の増進及び生活文化の振興を図るため、人権教育推進

の場として集会所を設置する」（第1条）と定めている。

以上の通り、いずれの被告ら自治体においても、被告ら集会所条例は、自治

体に居住する地域住民の人権教育を推進し、差別等の人権問題の解決を図り、

住民の基本的人権を擁護することを目的として定められたものであり、そのた

めの中心となるべき場として、条例によって集会所を設置したものである。

そして、本庄市集会所条例、上里町集会所条例では、同条例の目的として、

同和問題の解決が明記されており、歴史的経緯からみても、これら集会所が、

人権問題の中でも、とりわけ同和問題の解決、差別の解消を主な目的としてい

ることは明らかであり、深谷市でも集会所設置の目的の中心が、同和問題にか

かる差別の解消であることは全く同様である。

このように、集会所は、通常の公共施設であるものではなく、人権擁護・人

権教育の目的、とりわけ同和差別の解消を目的として、主として同和地区住民

のために設置されたものなのである。そして、実際にも、同和問題の解決を中

心とした人権擁護。人権教育活動等のために積極的に利用されていた。

これらの人権教育の推進等の活動は、その教育を受ける人、活動に参加する

人のみならず、参加した者の周囲の人々との関係においても、人間関係の根本

を形成する重要なものであり、人権教育の推進は、当該地区に住む住民すべて

の人権を保護に資するものである。

集会所は、このような人権教育・人権擁護活動の中心となっていたものであ

り、そのような活動を推進するために集会所を利用する権利は、当該地区に住

む住民すべてにとって保障されていたものであるが、とりわけ原告ら同和地区

の住民は、これまで述べてきた通り、歴史的に根深い差別を受けてきたもので

あり、その差別は現在も厳然として存在しているものである以上、人権教育・

人権擁護活動の推進が、原告らにとって現在も切実な課題であることは言うま

でもない。

そして、原告らの多くは、集会所の運営委員・指導員等などにも任命されて

おり、集会所における同和問題を中心とした人権教育および人権問題の解決を

推進するための様々な活動に、積極的・主導的に関わっていたものであった。

以上の通り、｜司和地区住民であり、運営委員等も務めていた原告らには、集

会所を上記のような目的のために利用する権利が保障されていたものであるこ
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とは明らかである。

そして、本庄市集会所条例においては《同5条1項において、集会所の利用

に市長の許可が必要であることを定めるとともに、第9項に不許可事由を定め

ており、その不許可事由に該当しない場合には、原則として集会所の利用が許

可されるとしている。

同様に、深谷市集会所条例施行規則第2条においては、集会所の利用許可の

申請の手続きを定めるとともに、同第5条において不許可事由を定めており、

その不許可事由に該当しない場合には､原則として集会所の利用が許可される｡
上里町集会所条例においては、第5条で、使用許可を受けようとする者は、

あらかじめ教育委員会の許可を受ける必要があるとし、上里町立同和対策集会

所管理規則第4条において、不許可事由を定めており、その不許可事由に該当

しない場合には、原則として集会所の利用が許可されるものである。

したがって、被告ら自治体の住民は、条例の目的に合致した人権教育活動等

のために集会所の利用許可を求めれば、不許可事由に該当しない限り、集会所

を利用することができるものである。

以上の通りであり、被告らの集会所条例が、人権教育・人権擁護活動をを行

う場として、原告らに対して、これら集会所を利用する権利を保障しているも

のであることは明らかである。

隣保館に関しても同様に、上里町立隣保館設置条例（以下、「上里町隣保館

条例」という）では、第1条において、「同和問題の早期解決に資する」こと

を目的として明記しており､本庄市立隣保館設置及び管理に関する条例(以下、

「本庄市隣保館条例jという）も、目的には明記していないものの、歴史的経

緯から同隣保館が集会所と同様に、同和問題の解決、差別の解消の目的を有し

ていることは明らかである。

よって､集会所と同様に、原告ら同和地区住民は、これら条例によって、隣

保館を利用することのできる権利を保障されているものであるが、上里町隣保

館条例第6条において、隣保館の使用には町長の承認が必要とされ、同条各号

の不許可事由に当たらない限り、隣保館を利用できるものであり、本庄市隣保

館条例においても、第8条において、市長の許可が必要であるとし、同条2項

各号の不許可事由にあたらない限り隣保館を利用できるものである。

以上の通り、被告本庄市、被告上里町の各隣保館条例が、原告らに対して、

これら隣保館を上記の目的のため利用する権利を保障しているものであること

は明らかである。
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(イ）廃止条例制定行為により原告らの権利義務が変動すること

19

，‐．“．」

一N－琴＝ 出母j宅章' 里一.三 I壼 ■ 一面一



Ｆ
』

I

そして､本庄市立隣保館設置及び管理に関する条例等を廃止する条例(以下、

「本庄市集会所等廃止条例」という）、上里町同和対策審議会条例等を廃止す

る条例（以下、「上里町集会所等廃止条例」 という。）、深谷市集会所条例を

廃止する条例（以下、「深谷市集会所廃止条例」という。以下、3つの条例を

合わせて「集会所等廃止条例」という）によって、被告らの集会所条例および

隣保館条例が廃止されれば、その後に何らの行政上の手続きも経ずして、直ち

に、原告らは人権教育・人権擁護活動の推進のために集会所を利用する権利お

よび隣保館を利用する権利をを失い、集会所・隣保館の利用は不可能となるも

のである。

したがって、これらの条例の廃止によって、原告らは集会所および隣保館を

利用する権利を失うこととなり、直ちに原告らに直接の権利義務の変動が生じ

るものである。

(ウ）小括

以上より、被告ら集会所等廃止条例の制定行為は､ 「直接国民の権利義務を

形成し、またはその範囲を確定する‘」行為として、「行政庁の処分その他公権

力の行使j(行訴法3条2項）にあたるものであることが明らかである。

また、もし仮に本件を民事訴訟によって行った場合､当事者との間で権利が

確定したとしても、他の者に対しては効果が及ばないことなり、実際の対応の

困難を生じることとなるから､第三者効を生じる条例制定行為に処分性を認め、

その適法性を争い得ることとする方が合理的な対応が可能となるものでもある。
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イ．請求の趣旨第4ないし6項について

被告本庄市は、平成23年11月28日付けで部落解放同盟埼玉県連合会宛

てに発した通知（平成23年本人発第80号）により､ 「今後の同和行政基本

方針』「今後の同和教育基本方針」「同和問題に関する民間運動団体への対応

方針」「本庄市人権・同和行政実施計画」を廃止する旨を決定した。

被告上里町は、平成23年12月20日付けで部落解放同盟埼玉県連合会宛

てに発した通知（平成23年人共発第33号）により、「今後の同和行政基本

方針」「今後の同和教育基本方針」「上里町人権・同和行政実施計画jを廃止

する旨を決定し、「上里町同和対策民間運動団体に対する対応基準」について

も廃止すると定め、あらゆる民間運動団体及びその上部団体が主催又は関係す

る話し合い、研修会、総会等一切の事業に対応しないと定めている。

被告深谷市は、平成24年2月10日付けでの部落解放同盟埼玉県連合会宛

てに発した通知により、被告深谷市の「今後の同和対策行政基本方針」『今後

の同和教育基本方針」「深谷市人権・同和行政実施計画」を廃止することを決
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定した。

同和地区住民である原告らは、これらの廃止された諸計画、諸対応基準によ

って、被告らから、人権教育の推進、相談事業、自立支援 地域交流の促進、

部落解放団体への対応、似非同和行為の排除などの差別解消、人権擁護施策を

受ける権利を保護されていたものであるが、これら通知が発せられたことによ

って、原告らは、これらの諸施策を受ける権利を失ったものであって、原告ら

は直接の権利義務の変動があったものであるから、本件通知は処分性を有する

ものである。

また、前項と同様に、もし仮に本件を民事訴訟によって行った場合、当事者

との間で権利が確定したとしても､他の者に対しては効果が及ばないことなり、

実際の対応の困難を生じることとなるから、第三者効を生じる条例制定行為に

処分性を認め、その適法性を争い得ることとする方が合理的な対応が可能とな

るものでもある。

呼
出
ｌ
⑰
．

’１
１
県
３
６
Ｉ
Ｆ
包
則
返
吃
・
ｆ
ｒ
ｆ
Ｉ
脱
幣
忘
鼎
＃
恥
離
庫
砿
暇
曲
＃
碑
＃
必
⑪
耐
刷
状
緊
ｆ
妖
砿
奄
砕
ｆ
Ｆ
禅
聯
砿
噂
撃
恥
廿
寺
脈
－
３
忽
謂
祇
ｆ
ｒ
Ｆ
Ｆ

駒
覗
溺
簿
詞
勤
酬
漣

や
司
寺
勾
且
や
『
６
勺
Ｇ
侶
旧
咽
凸
■
型
５
Ｆ
雁
８
７
４
３
ｆ
ｔ
や
け
ト
ト
ｈ
ｆ
Ｅ
３

（2）原告適格について

原告らが、本件訴訟のうち請求の趣旨第1項ないし第6項につき原告適格を有

すると言えるためには、「法律上の利益を有する者」（行訴法9条1項）に該当

しなければならないが、原告らが原告適格を有することにつき、以下詳述する。

ア 請求の趣旨第1項ないし第3項について

前述の通り、いずれの被告ら集会所条例においても、集会所は、同和問題を

はじめとしたあらゆる人権問題の解決を図り、もって人権教育推進の場とする

とともに、住民の福祉を増進することを目的とすると定めている（本庄市集会

所条例第2条、上里町集会所条例第1条、深谷市集会所条例第1条）。

以上の通り、これらの条例は、住民の人権教育を推進し、住民の人権問題の

解決を図り、基本的人権を擁護することを目的とするものであり、そのための

中心となる場を提供する手段として、同条例をもって集会所の設置をしたもの

である。

そして、被告ら集会所においては、人権教育および人権問題の解決を推進す

るための様々な活動が行われており、そのために､原告らは集会所の運営委員・

指導員等などに任命され、それらの活動を積極的に行っていたものであった。

これらの人権教育の推進等の活動は、その教育を受ける者、活動に参加する

のみならず、参加した者の周囲の人々との関係においても、人間関係の根本を

形成する重要なものであり、人権教育の推進は、当該地区に住む住民すべての

人権を保護に資するものである。

集会所は、このような人権活動の中心となっていたものである以上、そのよ
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うな活動を推進するために集会所・隣保館を利用する権利は、当該地区に住む

住民すべてにとって保障されていたものであるが、とりわけ原告ら同和地区の

住民は、前述の通り、歴史的に根深い差別を受けてきたものであり、その差別

は現在も厳然として存在しているものである以上、人権教育の推進は、原告ら

にとって現在も切実な課題であることは言うまでもない。

そして、原告らは集会所をその人権教育活動の中心的な場として活用してい

たのみならず､本庄市においてI1 11 1等深谷市

においては､| |I |､上里町においては､| |､■
■､’ ｜として､人権教育･人権擁護活動等の推進のための中心的な
存在となっていたものであった。

隣保館もまた、その設置目的が同和対策の早期解決である以上、同和地区住

民である原告らの隣保館を利用する権利が、隣保館条例によって個人的利益と

して保護されていることは明らかである。

したがって、集会所，隣保館を使用しうる権利は、地域住民すべて、とりわ

け原告らにとって、公益には吸収されない、重要な個人的利益として保護され

ているものと解されるから、原告らは「法律上の利益を有する者」（行訴法9

条1項）に該当するものであり、原告適格を有するものであることは明らかで

ある。
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イ 請求の趣旨第4項ないし第6項について

被告らの通知によって廃止された被告らの「今後の同和対策行政基本方針」

『今後の同和教育基本方針」「人権・同和行政実施計画」は、いずれも同和問

題の解決、差別の解消を目的とするものであるから、同和地区住民である原告

らが原告適格を有するものであることは明らかである。

（3）処分行為の違法（被告本庄市に関しては無効）について

本件で問題となっている同和対策事業および集会所事業を継続・廃止等の判

断については、社会を取り巻く状況を総合的に考慮したうえで、政策的な判断

が必要となるものでもあるから、当該市町村に一定の裁量が認められるもので

はある。しかし､当然ながら､行政の裁量は無制約に認められるものではなく、

とりわけ、同和対策事業および集会所事業が目的とし重要な役割を果たしてき

た差別の解消・基本的人権の擁護は、人間の尊厳の根本を支えるものである以

上、本件における行政裁量の範囲は限定的に解釈されなければならない。

これまで述べて来たとおり、被告ら自治体において、同和対策事業および、

被告らの集会所条例で定められた集会所事業は、差別の解消、人権教育・人権

’

脾
叩
竺
。
吋
‐
『
侭
庶
ｒ
肘
暗
ト
ト
拝
肘
胆
朏
，
晩
朏
肱
脾
旧
卜
胖
膵
化
眠
ｒ
ぱ
い
Ｆ
ｒ
院
い
い
脾
心
‐

22

■
〆
▲
・
許
尾
‐
・
鮎
き
い
、
酔
冒

ゼユ． －．㎡.■も.､拝－5，Q轌畢安旱fざるも一一一℃▼_－=一-二二二三 ﾆｰｰｰ - .-■も琴.△一F｡‘茜＝壱現､弓壼丁一E宕一吾諏FFF器､-今寸一再pH-,.℃－－－ ■ﾛ■,串ﾛﾛ丙-口､ﾛロロロ ~ヨー



易
』

庁
脾
際
』

#

１
１
１

擁護活動の推進等に大きな効果を上げきたものであるが、とりわけ部落差別解

消にとって重要な役割を果たしてきたものであり、現在も重要な役割を果たし

ているものである。

以前と比べて部落差別が改善されたのは、このような同和対策事業や集会所

を中心とした人権教育、人権擁護活動の積み重ねの成果にほかならない。

しかしながら、このような着実な成果によって以前と比べれば改善されては

きたものの､日本全国においていまだ部落差別は根深く残っているものであり、

被告ら自治体内の管内においても、かかる事情はは全く異なるものではない。

このように同和対策が確実な成果を上げてきた一方で、部落差別が現在でも

根深いものとして厳然と存在している以上、被告ら自治体において同和対策事

業が突然必要なくなるような事情は全く存在しない。

そして、いまだ同和問題が根深く存在している状況を踏まえ、被告ら各自治

体も、前述の通り、同和対策事業が人権行政の重要な課題であることを明確に

宣言するなど、繰り返し同和行政の重要性及び予算確保の必要性を表明してい

た。被告らによる同和行政の重要性・必要性についての見解の表明は、本件で

問題となる『同和行政の無差別・一斉打ち切り」の直前まで表明され続けてい

たものであった。

被告らは、突然の廃止を宣言する直前まで、同和対策を推進すべきである旨

を述べており、また廃止を宣言する直前の行政交渉においても、これらの事業

を廃止する旨のことについては一切述べられておらず、少なくとも被告らはこ

の時点まで、同和対策、およびその一環としての集会所および集会所事業を重

要かつ必要なものとして表明してたものである。そして、2011年（平成2

3年）11月から2012年（平成24年）2月にかけて、急に同和対策事業

等を必要としなくなる特別な事情の変化は何ら認められない。

それにも関わらず､被告らは､突然180度方針を転換して､同和対策事業、

集会所事業の廃止を宣言・決定したものである。

この突然の方針転換にあたって、当事者や運動団体の意見聴取､ 第三者機関

の審議会に付す等の手続きは一切行われていない。このような同和行政の大き

な方針変換に当たって、当事者である同和地区の住民、民間運動団体らからの

意見聴取を行なったり、同和対策事業の廃止の是非を第三者検討機関の審議会

に付すなどの手続を全く行なわず、また直前の行政交渉においても全く何も触

れずに各種措置の打ち切りを強行したものである。

さらに、本庄市『同和問題に関する民間運動団体への対応」などにおいて、

「今後は、…同和問題もあらゆる人権問題の中の1つとして、教育及び啓発を

中心とした取り組みを進める」と弁解しておきながら、平成25年以降、同和
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対策事業はすべて廃止し、以後被告ら各自治体においては同和問題に関する対

策が一切行なわれない事態となっている。

これらの事情を踏まえれば、本件処分は､集会所事業を含む同和対策事業が

着実な成果を上げる一方で、いまだ同和問題は根深く、これら事業の必要性は

減じていない状況のもとで、被告らが直前までの意思表明を突然翻して、第三

者機関の審議、住民者からの意見聴取や話し合いなど何らの手続きを踏むこと

なく、全くの不意打ちによって集会所事業を含む同和対策事業を一切廃止した

というものである。

以上の通り、被告らによる集会所の廃止処分、および、同和対策事業を一切

廃止する旨の通知は、被告らが本来考慮すべき事情を考慮せず、考盧してはな

らない何らかの事情を考慮したことによりなされた処分であって、明白かつ重

大な暇疵のあるか､少なくとも裁量の逸脱・濫用のあるものであるから、被告

らによる通知および被告本庄市の集会所廃止処分に関しては無効であり、被告

深谷市、被告上里町の集会所廃止処分に関しては違法であり取り消されるべき

ものであることは明らかである。

I

こ

４
１
１
１
４
１

畝
Ｃ

Ｇ
ご

Ｃ
耳

◆
●

国家賠償法該当性

被告らはく従来、継続して同和対策事業を行っており、本件集会所事業もそ

の一環であったことは3で前述した。

ところが、被告本庄市は、平成23年11月28日付けで部落解放同盟埼玉

県連合会宛てに通知(平成23年本人発第80号）を発して、同和対策事業等

の廃止を宣言するとともに、2012年3月21日、平成24年度第1回定例

議会において、本庄市集会所等廃止条例を可決し、同年3月31日をもって、

本庄市集会所条例を廃止した。この本庄市の同和対策事業および集会所の廃止

により､原告l 1原剖 ｜原告ロ ｜原圏 ｜原畑
■■原割 ｜らは､多大な損害をこうむった。
また、被告上里町では、被告上里町が、平成23年12月20日付けで部落

解放同盟埼玉県連合会宛てに通知（平成23年人共発第33号）を発して同和

対策事業等の廃止を宣言するとともに、平成24年12月6日、平成24年度
定例議会において上里町集会所等廃止条例を可決し、平成25年3月31日を

もって、上里町集会所条例を廃止することと決定した。この上里町の同和対策

事業および集会所の廃止により、原告■■■､原告’ ｜は､多大な損害を
こうむった。

更に、被告深谷市では、被告深谷市が、平成24年2月10日付けで部落解

放同盟埼玉県連合会宛て通知（平成24年深人権発第258号）を発して、同

、 》
8

p

｜

｜

’
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和対策事業等の廃止を宣言するとともに、平成24年12月14日、平成24

年定例議会において、深谷市集会所等廃止条例を可決し、2013年3月31

日をもって、深谷市集会所条例を廃止した｡ この深谷市の同和対策事業および

集会所の廃止により､原告■■原田､原闇 ｜原闇 l
原告■ ｜原告■■■原闇 l原圏 ｜原剖一Iは
多大な損害をこうむった。

以上の、被告らの行為は、国家賠償保障法1条1項に該当するので、以下同

条の要件該当性について詳説する。メ オ
』

(1） 「公共団体』

被告らは、いずれも普通地方公共団体（地方自治法1条の3第2項）である

から、同項の「公共団体」に該当する。I

(2） 『公権力の行使」

立法権の行使も「公権力の行使」にあたるものであり、本件条例はいずれも

公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定された自治

立法であるから、条例の制定も「公権力の行使」にあたる。
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‐ (3） 「公務員」

本件条例を制定した地方議会議員らは、特別職の地方公務員（地方公務員法

3条3項1号）であるから、「公務員」にあたる。

(4） 「その職務を行うについて』

条例の制定は、地方議会議員の職務行為である。

(5） 「故意又は過失」及び『違法」及び「損害」

前述の通り、被告ら各自治体は、集会所事業を含む同和対策事業が着実な成

果を上げる一方で、いまだ同和問題が根深く存在している現状を踏まえて、同

和対策事業が人権行政の重要な要素であることを明確に宣言するなど、繰り返

し同和行政の重要性及び予算確保の必要性を表明していた。被告らによる同和

行政の重要性・必要性についての見解の表明は、本件で問題となる「同和行政

の無差別・一斉打ち切り」の直前まで表明され続けていたものであった6

被告らは、突然の廃止を宣言する直前まで、同和対策を推進すべきである旨

を述べており、また直前の行政交渉においても、これらの事業を廃止する旨の

ことについては一切述べず、少なくとも被告らはこの時点まで、同和対策、お

25
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よびその一環としての集会所および集会所事業を重要かつ必要なものとして表

明してたものである。

そして、被告らは、その後、突然180度方針を転換し、同和対策事業、集

会所事業の廃止を宣言・決定したものである。

この突然の方針転換にあたって、当事者や運動団体の意見聴取、第三者機関

の審議等の手続きは一切行われていない。このような同和行政の大きな方針変
換に当たって、当事者である同和地区の住民、民間運動団体らからの意見聴取
を行なったり、同和対策事業の廃止の是非を第三者検討機関の審議に付すなど
の手続を全く行なわず、また直前の行政交渉においても全く何も触れずに各種
措置の打ち切りを強行したものである。 ゞ

さらに、本庄市「同和問題に関する民間運動団体への対応」などにおいて、

「今後は、…同和問題もあらゆる人権問題の中の1つとして、教育及び啓発を
中心とした取り組みを進める」と弁解しておきながら、平成25年以降、同和
対策事業はすべて廃止し、以後被告ら各自治体においては同和問題に関する対
策が一切行なわれない事態となっている。

上記の通り、被告らの同和事業の廃止および集会所の廃止は、集会所事業を

含む同和対策事業が着実な成果を上げる一方で、いまだ同和問題は根深く、こ
れら事業の必要性は何ら減じていない状況のもとで、被告らが廃止宣言の直前
まで継続的に原告らに対してなしてきた同和対策事業および集会所事業を継続
し充実させていく旨の意思表明を､突然180度転換して､第三者機関の審議、
住民者からの意見聴取や話し合いなど、何らの手続きを踏むことなく、全くの
不意打ちによって集会所事業を含む同和対策事業を一切廃止したというもので

あって、これら被告らの行為は、国家賠償法上違法なものであって、かつ、被
告らに故意または過失があることは明らかである。
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(6） 「他人に」

原告らは、「他人」に該当する。

(7） 「損害を加えたj

原告らは、上記の通り、被告らと信頼関係を築きながら、集会所事業を含む
同和対策事業を長い期間にわたって継続して、着実な成果を上げてきたもので

ある。そして、被告らも、廃止の直前まで、今後も重要な人権対策であると位
置づけて､原告らに対しても変わりなく継続していく、あるいはむしろ充実さ
せていく旨の意向を表明しておきながら、突然審議会等の審理や原告ら住民
からの意見聴取等や話し合い等の手続きを一切せずに、ある日突然紙切れ一枚

｜
I

！
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II で、これまでの態度を180度転換させて、集会所の廃止処分、同和対策事業
の廃止処分をしたものであって、この被告らの違法な行為により、原告らは多
大な精神的損害を被ったものである。

そして、原告らは、それまで人権教育・人権擁護活動の推進の目的で、上述
のように集会所を使用していたものであるが、本件条例の制定によって、集会
所が使用できなくなるという損害を被ったものであり、この損害は、被告らが
廃止条例を制定したことによって、集会所が廃止されたために生じた損害であ
る。

原告らは、集会所を使用することができなくなったことにより、集会所にお
いて行っていた人権教育活動、人権擁護活動ができなくなり、これまで地道に
進んでいた人権擁護、差別解消の道を大きく後退させられたのみならず、集会
所における集会や会議を行うことができなくなった。
未だ差別が厳然として存在する現状では、同和地区と周辺地区の間には見え
ない垣根が残存しており、原告らが、集会等のために外の施設を使用しようと
しても簡単には借りることもできず、また、多くの児童が参加し盛り上がって
いた「みらい塾」等の事業も休止に追い込まれてしまった。

集会所の廃止によって、同和地区の地域住民の交流の場を失うこととなり、
差別のせいで孤立しやすく文化的な生活とは程遠い生活をしてきた原告ら同和
地区住民にとって、集会所・隣保館という唯一の交流の場を失う ことが、原告
ら住民に与える精神的影響も計り知れない。

以上の通り､原告らに生じた損害は100万円をくだらないものであるから、
被告本庄市は､原告｜ ｜､原告’ I原告｜ ｜､原告｜ ｜、
原告｜ ｜､原告｜ ｜に対して各'00万円の､被告上里町は､原告■
■■原告｜ ｜に対して各'00万円の､被告深谷市は原告｜｜､原告

I､原告I |､原告｜ ｜､原告l1､原告|l､原告■
■■､原告｜ ｜､原告｜ ｜に対して各100万円の損害賠償義務を
負うものである。

以上
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サンクレスト武井301

むさん社会福祉法律事務所
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東京都世田谷区松原5－30－15

谷田法律事務所

TEL O3-6379-0995

FAX O3-6379-0997

原告ら訴訟代理人弁護士 谷 田 和
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被告 上里町

町長 関 根 孝 道

〒369－0392

埼玉県本庄市本庄3－5－3

被告 本庄市

市長 吉 田 信 解

〒367－850］

埼玉県深谷市仲町11－1

被告 深谷市
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これは濡本である。
平成ﾕら\営月ノ日
さいたま地方裁判所第4民事部

裁判所誉記富 皐ﾌli~"
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